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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
の
り
共
生
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

石
川 

容
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
越
市
今
福
千
三
十
六
番
地
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
・
者
の
社
会
参
加
を
促
進
し
障
害
児
・
者
と
そ
の
家
族
が
充
実
し
た

社
会
生
活
を
送
る
こ
と
を
支
援
す
る
。
ま
た
、
市
民
へ
の
啓
発
活
動
を
行
い
、
と
も
に
生
き
る

社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
た
け
の
こ
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
ど
ろ
ん
こ
保
育
園 

三 

代
表
者
の
氏
名 

松
永 

孝
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
入
間
市
上
藤
沢
五
百
四
十
七
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
入
間
市
在
住
及
び
近
隣
市
の
子
ど
も
に
対
し
、
必
要
な
保
育
及
び
教
育
の
場

を
提
供
し
、
乳
幼
児
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
イ
シ
ッ
プ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

萎
澤 

敏
健 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
斎
条
八
百
七
十
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
誰
も
が
心
豊
か
か
つ
健
や
か
に
共
生
し
て
い
け
る
地
域
社
会
の
向
上
を
目
指

し
、
福
祉
に
携
わ
る
事
業
を
行
い
社
会
生
活
へ
の
自
立
、
又
社
会
生
活
に
お
い
て
の
補
助
を
行

い
障
害
者
や
高
齢
者
な
ど
の
受
け
皿
と
な
り
、
一
般
生
活
を
円
滑
に
送
れ
る
よ
う
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
共
に
・
ば
く
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

湯
谷 

百
合
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
蓮
田
市
井
沼
千
百
二
十
六
番
地
三
十
九 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
ダ
ウ
ン
症
な
ど
に
よ
る
知
的
障
が
い
、
Ｌ
Ｄ(

学
習
障
が
い
）
、
Ａ
Ｄ
／
Ｈ

Ｄ
（
注
意
欠
陥
、
多
動
性
障
が
い
）
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
を
含
む
Ａ
Ｓ
Ｄ(

自
閉
症
ス
ペ

ク
ト
ラ
ム
障
が
い
）
な
ど
の
発
達
障
が
い
・
軽
度
知
的
障
が
い
、
あ
る
い
は
視
覚
、
聴
覚
、
肢

体
不
自
由
、
内
部
障
が
い
な
ど
に
よ
る
身
体
障
が
い
、
あ
る
い
は
統
合
失
調
症
、
躁
鬱
病
、
て

ん
か
ん
と
い
っ
た
精
神
障
が
い
、
あ
る
い
は
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
な
ど
の
特
定
疾
患
を
含
む
難

病
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
が
い
・
難
病
を
持
つ
児
・
者
に
対
し
、
健
や
か
な
成
長
・
生
活
を
は

か
る
た
め
、
以
上
の
よ
う
な
障
が
い
児
者
、
難
病
児
者
の
理
解
、
教
育
、
就
労
、
自
立
的
生
活

の
支
援
を
行
い
、
共
に
育
ち
、
共
に
学
び
、
共
に
生
き
る
共
生
社
会
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
越
谷
ら
る
ご 

二 

代
表
者
の
氏
名 

増 

田 

良 

枝 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
東
一
―
二
―
一
白
石
ビ
ル
二
階 

四 

当
該
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
二
十
四
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
認
定
こ
ど
も
園
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

若 

盛 

正 

城 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
田
中
一
丁
目
七
番
地
二
十
七 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
・
生
活
の
質
の
向
上
や
子
育
て
支
援
の
総
合
的
な
充

実
と
、
そ
れ
に
寄
与
す
る
認
定
こ
ど
も
園
の
健
全
な
発
展
と
振
興
を
目
指
す
と
と
も
に
、
す
べ

て
の
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
が
図
ら
れ
る
よ
う
子
ど
も
環
境
の
整
備
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
六
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除

す
る
。 平

成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
飯
能
市
大
字
笠
縫
字
後
際
八
番
十
三
の
一
部
、
八
番
十
四
の
一
部
、

六
百
五
番
四
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
シ
ア
ン
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有 

 

害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
七
号



別 図

10m

起点

Ｎ

74.5°

8-148-13

10m

605-4605-3

605-6

単位区画

形質変更時要
届出区域

起 点 格子の回転角度  74.5°

起点は飯能市大字笠
縫字後際8番14の最北
端 とした。

起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並び
に、これらと平行して10ｍ間隔で引いた線より構成さ
れる区画線を、起点を支点に右方向に回転された角
度を示す。

地番境

Administrator
テキストボックス
 形質変更時要届出区域を 解除する区域



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

山
王
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 

 

理
事 

福 

田 

征 

芳 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
新
田
二
百
五
十
六
番
地 

 

同 
 

持 

田 

良 

雄 
 

同 
 

深
谷
市
本
田
三
千
七
百
四
番
地 

 

同 
 

眞 

下 

武 

文 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
九
百
二
十
八
番
地 

 

同 
 

小 

林 

德 

秋 
 

同 
 

同 
 

同 
四
千
九
十
二
番
地 

 

同 
 

眞 

下 

幸 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
八
百
二
十
九
番
地 

 

同 
 

中 

西 
 

 

廣 
 

同 
 

同 
 

同 

三
百
七
十
四
番
地 

同 
 

小 

林 

昇 

二 
 

同 
 

同 
 

同 

五
千
四
十
九
番
地 

 

同 
 

大 

澤 

一 

男 
 

同 
 

同 
 

畠
山
千
五
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

飯 

野 

作 

壽 
 

同 
 

同 
 

同 

五
百
九
十
四
番
地 

 

同 
 

髙 

橋 

俊 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

二
百
二
十
二
番
地
一 

 

同 
 

新 

井 

正 

男 
 

同 
 

熊
谷
市
上
新
田
百
一
番
地
一 

 

同 
 

飯 

島 

照 

雄 
 

同 
 

同 
 

板
井
九
百
九
番
地
二 

 

監
事 

飯 

野 

昌 

男 
 

同 
 

深
谷
市
畠
山
二
千
百
二
十
八
番
地 

 

同 
 

中 

嶋 

恒 

雄 
 

同 
 

同 
 

本
田
四
千
九
百
四
十
五
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 
 

 
 

理
事 

福 

田 

征 

芳 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
新
田
二
百
五
十
六
番
地 

同 
 

大 

澤 

不
二
夫 

 

同 
 

深
谷
市
畠
山
千
三
十
三
番
地 

 

同 
 

持 

田 

哲 

也 
 

同 
 

同 
 

本
田
三
千
七
百
三
番
地
一 

同 
 

髙 

橋 

勇 

次 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
五
十
八
番
地 

 

同 
 

眞 

下 

幸 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

八
百
二
十
九
番
地 

 

同 
 

浅 

見 

榮 

市 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
三
百
六
十
番
地 

同 
 

中 

嶋 

安 

彦 
 

同 
 

同 
 

同 

五
千
十
五
番
地 

 

 

同 
 

小 

林 

得 

壽 
 

同 
 

同 
 

畠
山
二
千
三
百
九
十
三
番
地 

同 
 

飯 

野 

作 

壽 
 

同 
 

同 
 

同 

五
百
九
十
四
番
地 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
八
号



 

同 
 

新 

井 

正 

男 
 

同 
 

熊
谷
市
上
新
田
百
一
番
一 

 
同 

 

笠 

原 

守 

雄 
 

同 
 

同 
 

板
井
七
百
一
番
地 

 
同 

 

眞 

下 

武 

文 
 

同 
 

深
谷
市
本
田
三
千
九
百
二
十
八
番
地 

 

監
事 
上 

原 

要 

助 
 

同 
 

同 
 

同 

七
千
六
十
七
番
地 

 

同 
 

飯 
野 

昌 

男 
 

同 
 

同 
 

畠
山
二
千
百
二
十
八
番
地 



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
六
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
）
は
、
平

成
二
十
六
年
七
月
四
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
深
谷
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
九
号



告 
 

示 

  
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
所
沢
駅
西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の

送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
号



告 
 

示 

 
所
沢
市
か
ら
所
沢
都
市
計
画
所
沢
東
町
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
決
定
に
係
る
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
一
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

三
芳
町
富
士
塚
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日
か
ら 

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
字
富
士
塚
及
び
同
字
東
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
千
百
番
地
一 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日 

六 

事
務
所
の
所
在
地
を
「
埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
千
百
番
地
一
」
か
ら
、
「
埼
玉

県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
二
百
五
十
番
地
一
」
と
変
更
す
る
。 

七 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
二
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長 

福 

島 

浩 

之 

                         



 

 

 

 

  

百
四
十
号 

  

路 
 

線 
 

名 

秩
父
市
大
滝
字
落
合
九
八
五
番
一
地
先
か

ら
同
市
大
滝
字
落
合
九
八
六
番
一
地
先
ま

で 

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
六
年
一
月

十
七
日
付
け
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
長
告
示
一
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
供
用
開
始
で
あ

る
。 

延
長
五
六
・
八
八
メ

ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
一
一
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
〇
五
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
愛
宕
千
七
十
一
番
一
の
一
部
、
千
七
十
一
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
一
〇
六
六
番
地 

 
 

医
療
法
人
眞
美
会
麻
見
江
ホ
ス
ピ
タ
ル 

理
事
長 

馬
場 

眞
美
子 

 

   
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
一
四
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
〇
六
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
狢
字
稲
荷
前
四
百
六
十
三
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
下
日
出
谷
西
一
丁
目
二
十
四
番
地
の
一 

グ
ラ
ン
ソ
レ
イ
ユ
Ⅱ
―
二
〇
四
号 

 
 

武
笠 

巧 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
一
三
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
〇
〇
六
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
出
丸
下
郷
字
居
廻
り
上
分
九
百
二
十
四
番
三
十
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
櫛
引
町
一
丁
目
五
百
八
十
七
番
地
二 
ア
ム
ー
ル
モ
ッ
ツ
二
〇 

 
 

一 

 
 

髙
橋 

翔 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
四
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
七
日 

 
 

越
建
セ
第
一
七
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
島
千
九
百
十
九
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
鷲
宮
六
丁
目
二
番
二
十
号 

Ｖ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
秋
桜
一
〇
五
号
室 

 
 

小
曽
根 

渉 



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
一
号
（
平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日
第
二
千
六
百
十
二
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

一 
 

 
 

前
か
ら
二 

 

誤 埼
玉
県
告
示
第
百
十
三
号 

 

正 埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
七
号 



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
二
号
（
平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日
第
二
千
六
百
十
二
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
行 

一 
 

 
 

前
か
ら
二 

 

誤 埼
玉
県
告
示
第
百
十
二
号 

 

正 埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
六
号 
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